
令和８年度運動部活動指導員募集要項 
 

１ 募 集 職 種 

 

２ 業 務 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運動部活動種目 

  （令和７年度現在） 

 

 

４ 募 集 人 員 

 

５ 応 募 資 格 

       

 

 

 

 

 

 

６ 任 用 期 間 

   

     

７ 勤 務 条 件 

 

 

 

 

 

部活動指導員（会計年度任用職員） 

 

所属校長の監督のもと、学校教育法施行規則に規定される部活動指導員と

して、運動部活動に関する以下の業務を行う。 

・実技指導  

・安全・障害予防に関する知識・技能の指導 

・用具・施設の点検・管理 

・学校外での活動（大会・練習試合等）の引率 

・部活動の管理運営（会計管理等） 

・保護者への連絡 

・年間・月間指導計画の作成 

・生徒指導に係る対応 

・事故が発生した場合の現場対応 等 

 

○陸上競技 ○野球 ○バレーボール ○サッカー  

○バスケットボール ○ソフトボール ○ソフトテニス ○卓球  

○剣道 ○ハンドボール ○バドミントン ○ボート ○トレーニング 

 

８名（予定） 

 

本事業の趣旨を十分理解し、積極的に取り組む意欲のある者で、次の各

項のすべての条件を満たす者 

①学校教育に理解があり、専門的知識・技能を有して生徒に適切な指

導が行える者 

②部活動の指導経験がある者又は地域スポーツ団体等での指導経験が

ある者 

③原則として単独で指導及び引率を行うことができる者 

 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日までの間で２００日以内 

※任用開始日により日数は相談による 

 

勤務時間 勤務校における部活動の時間に勤務 

     原則週５日以内（平日４日・休日１日） 

１日３時間（準備・片付け等を含む） 

休  暇 年次有給休暇、特別休暇 

給  与 時間給１，７５０円（予定）※経験年数により加算あり。   

 市の規定により超勤手当や交通費を支給 



８ 兼職・兼業の条件 

 

 

 

 

 

９ 応 募 方 法 

       

       

10 募 集 締 切 

 

 

11 提 出 書 類 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

12 選 考 方 法 

  

13 結 果 通 知 

 

14 備 考 

        

       

 

 

15 問い合せ先 

        

 

次の各項のすべての条件を満たすこと 

①戸田市での会計年度任用職員としての勤務が週20時間未満であること 

②戸田市と兼業先の週勤務時間の合計が週38時間45分未満であること 

③兼業先が、戸田市と契約や補助金等の関係がある場合、それによって 

利益相反に該当する事情がないこと 

 

本人が応募書類を戸田市教育委員会教育政策室に持参する。 

※持参できない場合は電話連絡を入れた上で郵送する。 

 

令和８年２月６日（金）午後５時 

 ※〆切後も予算の範囲内で随時募集いたします 

 

・履歴書 

（戸田市教育委員会のホームページからダウンロードした「運動部活動指

導員履歴書」に最近３ヶ月以内の写真を貼付したもの）       

                              １部 

・110円切手を貼付し、自分の住所・氏名を記入した面接日通知用封筒  

                         （長形３号）１通 

・110円切手を貼付し、自分の住所・氏名を記入した選考結果通知用封筒 

                        （長形３号）１通 

※履歴書のダウンロード先 

（戸田市役所のホームページのトップページ）→「（戸田市教育委員会） 

→（会計年度任用職員の募集について）→（会計年度任用職員履歴書）」 

 

書類及び面接により選考する。なお、面接の日時は後日郵送で通知する。 

 

郵送により通知する。（面談後２週間程度） 

 

・勤務校は、戸田市教育委員会が指定する戸田市内の中学校とする。 

・応募書類に不備があるものは受け付けない。また、一度提出された書類

は返却しない。 

・選考結果に関する問い合わせには応じられない。 

 

〒335-8588 

戸田市上戸田１丁目１８番１号  

戸田市教育委員会 教育政策室 戸田市立教育センター 048-434-5660 

 


